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はじめに

近年、アウトリーチ（outreach）というサー

ビス・モデルが保健、福祉、医療、教育、就労

といった社会サービス分野で注目を集めている。

例えば、生活困窮者自立支援、子育て支援、介

護保険制度、介護者支援などを挙げることがで

きる。生活困窮者自立支援分野では、対象者の

早期支援につなげるため（厚生労働省社会・援

護局地域福祉課生活困窮者自立支援室2015）

の手段としてアウトリーチが行われている。子

育て支援分野では、子育て世代包括支援セン

ター事業ⅰのなかに、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目ない支援としてアウトリーチ型の支

援を位置付けている。介護保険制度では、地域

包括支援センターⅱの総合相談支援業務として、

高齢者の実態把握のために地域に出向く活動が

含まれており、他の業務につなげるための入り

口とされている。介護者支援分野では、「支援

を必要としている人を早期に発見するために」

アウトリーチが必要であるという（厚生労働省

2018）。いずれの政策も「自立支援」という共

通点があり、訪問型支援、対象者の早期発見と

いった文脈のなかでアウトリーチを捉えている

ことがわかる。

アウトリーチというサービス・モデルがどの

ような構造になっており、効果的にサービスを

提供するにはどのような条件整備が求められる

のかといった理論的枠組みを理解するため、本

稿では、先行研究の分析からアウトリーチの定

義を導出することを通じて、アウトリーチとい

うサービス・モデルの理論的枠組みを整理して

いくことを目的としている。

１．なぜアウトリーチ・サービス・モ
デルに注目が集まるのか

日本では1990年代の社会福祉基礎構造改革

を経て、介護保険制度の創設や障がい者福祉の

サービス利用システムが大幅に変更（支援費制

度、障害者自立支援制度）された。それを象徴

するものが「措置から契約へ」という言葉であ

ろう。社会福祉基礎構造改革のなかで創設・改

正された新制度は、従来の措置制度は廃止し、

サービス利用者の「選択」、サービス提供者と

利用者の間の対等な関係に基づいた「契約」を

重視したものであった。この改革は、長年続い

ていた社会福祉の理念をも変え、利用者主体の

福祉サービスがめざされることとなった。具体

的には、利用者の尊厳や自己決定権を保障する

ため、サービス情報の開示や評価、権利擁護事

業の実施、苦情処理などの利用者の意見を反映

する仕組みの導入である。これらの改革は福祉

サービスの供給システムに準市場化戦略を実装

していくものでもあった（佐橋2008）。

佐橋は、金子（2004）を引用し、社会福祉基

礎構造改革に経て創設・改正された新たな福祉

制度は、「『強い個人』はその恩恵をあずかれる

ことになり、そうでないものは阻害されてい

く」ことになると指摘している（佐橋2008　
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p38）。ここでいう「強い個人」とは自立した個

人のことであり、彼らは自身のニーズを理解し、

最善と考える財やサービスの組み合わせを判断

した上で選択・購入・利用をおこなうことがで

きる個人のことで、市場経済で行動する「合理

的経済人」とも似た人間像である。準市場化す

る社会サービスにおいて、利用者の尊厳と自己

決定権を保障するため、このような人間像が打

ち出されることとなった。

しかし、現実の社会に目を向けると、社会

サービスの利用が必要であるにもかかわらず、

そのことに無自覚であったり、サービスの利用

を拒否するバルネラブル（vulnerable）な個人

が存在し、社会サービスにつながらないケース

がある。これまでもソーシャルワークの分野で

は、友愛訪問などの経験から社会的な因子に

よってバルネラブルな状況に陥っている個人の

存在は指摘されていた（小松ほか1979、p64）。

バルネラブルな個人に対して不完全な財やサー

ビスの組み合わせしか提供できない場合、彼ら

の尊厳を守ることが困難となり、自己決定を制

約する可能性もあり、社会的孤立状態を助長し

てしまいかねない。それは、税収減、労働力不

足などの社会的損失にもつながる問題でもある。

そのため、支援者が積極的に保護・介入する必

要があると考えられてきた。

「強い個人」を前提とした自立支援施策の拡

大では、英米の就労支援施策などの影響を受け

ており、新自由主義的なワークフェアにもとづ

く自立支援であるとして批判がある一方で、困

難を抱えているバルネラブルな個人やその周囲

にいる人々に寄り添いながらおこなう伴走型支

援や、自立概念の再定義化（経済的自立、社会

的自立、精神的自立）にもとづいたサービス提

供（相談支援、トライアル雇用など）と、新た

な取り組みが注目を集めているのも事実である

（鈴木2011）。支援機関に対象者が相談に来る

のを待つだけではなく、自宅などの生活空間に

出向いて積極的に支援にあたることで、生活状

況の好転につながる相談支援サービスの必要性

に気づいた現場の対応が、近年の自立支援分野

でアウトリーチ・サービスの拡大につながって

いると考える。

筆者は、脆弱な個人に対して社会的孤立状態

から抜け出し、社会的な存在となるよう寄り添

いながら援助にあたるワーカーや機関の取り組

みは、脆弱で非自発的な人々を社会に包摂する

うえで意義のあることと考える。近年の社会福

祉基礎構造改革後の福祉給付の準市場化と自立

支援施策の動向に関するこれ以上の考察は別稿

に譲ることとするが、アウトリーチ・サービス

が注目を集める背景に、社会福祉サービスの利

用・供給構造の大きな変化（準市場化）が関係

していること、そして、支援現場で有効な取り

組みとしてアウトリーチの実践が拡大している

ことは指摘しておきたい。

２．アウトリーチ・サービス・モデル
の定義導出のための分析方法

一般的に、アウトリーチとは、援助者側が被

援助者に対して積極的に働きかける方法であり、

専門機関への訪問を前提としておこなわれる従

来の社会サービスの利用プロセスとは大きく異

なるものである。アウトリーチというサービ

ス・モデルの定義の明確にするため、３節では

邦文の先行研究11本で行われているアウトリー

チの定義や説明を分析していく。４節では、邦

文の先行研究分析を補足する意味で、欧米の先

行研究5本にも注目し、アウトリーチの定義を

導出する手がかりを探ることとする。そして、

５節ではアウトリーチを定義する上で重要と考

える４つの要素（対象者、サービス提供主体、

役割・機能、目的）を考察した後、定義を導出
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していく。

３．邦文先行研究にみるアウトリー
チ・サービスの理論的枠組み

３－１　ソーシャルワーク実践からみた狭義と

広義のアウトリーチの定義（根本2000）

第7回日本社会福祉士会・社会福祉学会で

行った講演をまとめた根本（2000）は、ソー

シャルワークにおける専門家（ソーシャルワー

カー）の積極的な働きかけ、つまり、予防的な

介入とアウトリーチの重要性を指摘している。

その中で、アウトリーチを狭義と広義にわけて

定義している。狭義のアウトリーチとは、「客

観的に見て援助が必要と判断される問題を抱え、

社会的に不適応の状態にありながら、自発的に

援助を求めようとしない対象者に対して援助機

関・者側から積極的に働きかけ、その障害を認

識し、援助を活用するように動機づけ、問題解

決を促進する技法、その支援」であり、広義の

アウトリーチとは、「①ニーズの掘り起こし、

②情報提供、③サービス提供、④地域づくり等

の過程における専門機関における積極的取組」

である。

アウトリーチは、サービス対象者自身からは

「いえないような問題、気づいていない問題」

もあるため、「直面している問題について話せ

る場を提供する」ことが大切であるとしている。

また、予防については「広義のアウトリーチ」

に含まれるものとしている。援助活動は、クラ

イエントからの申請から始まることが基本であ

るものの、それでは援助の網の目から漏れてし

まう者もいる。このような考えから、ソーシャ

ルワーカーが積極的に働きかけるアウトリーチ

の意義を強調している。また、「よい関係が樹

立できて初めて適切な情報が伝わる」として、

「信頼関係を樹立するタイミング」が図れる点

もアウトリーチの特徴である。

そして、根本は、援助困難な人・問題状況の

分類の必要性も示唆している。援助困難な人・

問題状況に応じて援助方法を検討していくこと

が効果的な援助につながる。具体的には、状況

別に、社会的孤立者、サービス拒否者、被虐待

者、多問題家族、要求過多者を挙げている。

以上から、根本（2000）では、アウトリーチ

を非自発的なクライエントを対象とした定義だ

けでなく、地域住民を対象とする予防の視点を

含めた地域づくりのアプローチもあることを指

摘している。また、援助困難な人・問題状況の

把握し、それぞれの状況によって援助方法を個

別的に検討することや、必要な情報が適切に伝

わるような信頼関係の構築の必要性も提起して

いた。なお、広義の定義に関しては次節でその

内容を考察していく。

３－２　在宅介護支援センターにおけるアウト

リーチの実証研究（座間2001）

在宅介護支援センター（以下、在支センター

という）のアウトリーチ実践について分析した

座間（2001）は、先行研究に基づきアウトリー

チ概念を明らかにしている。

この中で示されているアウトリーチの定義は

「顕在化しているサービス利用者のみならず、

潜在的にニーズを持っているサービス対象者や

地域に対し、ワーカー及び機関が積極的に関わ

り、サービス利用を働き掛けること」という概

念的定義である。続いて「具体的には、（1）

ニーズの掘り起こし、（2）情報提供、（3）サー

ビス提供、（4）地域づくりの過程の中で示され

る積極的取り組み」という操作的定義をおこ

なっている（座間2001：p60-61）。これは根本

（2000）の広義の定義と同様のものである。こ

れらの定義についてみてみよう。

第1のニーズの掘り起こしとは、潜在的な
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ニーズを顕在化させることを意味する。伝統的

なケースワークの過程、つまりインテイク、ア

セスメント、サービス利用・提供、再評価のう

ち、インテイクの前提となるもので、ワーカー

や機関が地域内で暮らすニーズを有するにもか

かわらず、サービス利用に消極的な人たちを探

し働きかけることでもある。この段階のアウト

リーチは、援助側と被援助側との信頼関係の構

築や、サービス利用に対する抵抗感を減らすな

どの動機付けも含まれる。また、第4の地域づ

くりとも関係がある。これについては後述する。

第2の情報提供とは、提供可能なサービスに

ついて、ニーズをもつ高齢者・家族に加えて、

介護等に関心のある住民に対しておこなう積極

的な働きかけである。アウトリーチの基本とな

る役割である。これは、クライエント個人だけ

でなく家族を含めて行われるものでもあり、加

えて、地域住民を対象としたPR、講演会、介

護教室等のアウトリーチも含まれている。

第3のサービス提供とは、クライエントや家

族に対して具体的なサービスにつなげるための

支援といえる。インテイクを行っている機関と

具体的なサービス提供機関が異なる場合は、利

用者とサービス提供者との間の連絡調整が必要

である。また、サービス提供機関が複数ある場

合は、その機関間の連絡調整も積極的に行うこ

とも求められる。したがって、アウトリーチの

サービス提供主体は単なるサービスの紹介にと

どまらず、コーディネーターとしての役割を担

うこともありうる。

第4にかんして、社会的孤立状態など他者を

受け入れようとはしない人に対し、公的機関の

協力だけでなく、私的機関や地域住民の協力も

重要である。そのために地域づくりが求められ

る。ここでいう私的機関というのは、フォーマ

ルな組織だけでなく、コミュニティ組織も含ま

れる。見守りネットワークなどの地域住民の協

力も必要である。私的機関や地域住民を巻き込

んで地域づくりをおこなうには、地域住民に直

接働きかけ、現状認識やサービスについての理

解を深めることが第一歩となる。座間の調査結

果から、地域づくりを積極的に行った結果、在

支センターが自らニーズの掘り起こしを行わな

くとも、近隣住民や民生委員等が在支センター

に通報してくるようになっていることが指摘さ

れている（座間2001：p62）。しかし、地域づ

くりには時間がかかる。調査結果の中には3年

かけて実施した基盤づくりや2年かけて実施し

た地域の組織化の例が取り上げられていた。

在支センターのアウトリーチは、これら４つ

の機能を有している。さらに、事例分析から有

効なアウトリーチの方法を5点あげている。（1）

利用者宅へ「入る」ことだけを考えるのではな

く、利用者に「出向いてもらう」よう促す方が

効果的な場合があること、（2）あらゆる機会を

設け、接触回数を増やすこと、（3）利用者の

パーソナリティによっては、様々なタイプの職

員で対応すること、（4）サービス提供に際し、

融通を聞かせること、（5）利用者の意識に合わ

せることである（座間2001：p63）。

また、在支センターに対するインタビュー調

査の分析結果から、アウトリーチの機能である

ニーズの掘り起こし、情報提供、サービス提供、

地域づくりは個別の取り組みとして捉えるので

はなく、相互に作用し合っていることが示唆さ

れていた（座間2001：pp64-65）。さらに、アウ

トリーチが行われるための基本的視点・活動の

特徴として、以下の6点があげられている（座

間2001：p65-66）。

・通常の画一的なサービス提供では対応でき

ない人々がいるという意識がある

・あらゆる機会を捉えて、高齢者・家族、地

域住民、他関係機関へ働きかける

・住民宅への訪問を繰り返す
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・対象者・利用者の置かれている状況を理解

するよう努め、理解したことを相手に示す

・対象者・利用者の「意志」を尊重する

・柔軟的なサービス提供を行う

上記の特徴を兼ね備えたアウトリーチを可能

にするためには、職員に関する要因（職員の意

識の高さ、職員の数）、サービスに関する要因

（個別的ニーズに応える工夫や柔軟性の必要性、

母体施設のサービスの質・量）、組織的要因

（申請代行等、サービス提供における実質的権

限を持っていること、他医療・保健・福祉サー

ビスとの連携）、地域の状況を挙げている（座

間2001：p66-68）。

以上のことから、アウトリーチには従来の

ソーシャルワークの過程ではなかったニーズの

掘り起こしがあること、対象には家族も含まれ

ていること、アウトリーチによる地域づくりを

推進し、地域住民からの非自発的クライエント

の情報提供や見守りネットワークの確立が、対

象者の発見につながることなどが指摘されてい

た。また、繰り返しの訪問、利用者の意思の尊

重、柔軟なサービス提供といった個別的な対応

も重視されていることがわかる。

３－３　認知症高齢者と家族に対するアウト

リーチの実証分析（久松・小野寺2006、

久松ほか2016）

久松・小野寺（2006）は、認知症高齢者と家

族へのアウトリーチについて、役割機能と実践

するうえの条件からアウトリーチの構造を捉え、

アウトリーチ実践に影響を及ぼしている要因を

明らかにしている。その中で、先行研究の分析

を踏まえ、「自発的に援助を求めようとしない

場合や、客観的にみて援助が必要と判断される

問題を抱えている高齢者や家族などを対象者と

して、援助機関や援助者の側から積極的に介入

を行う技法・視点である。さらに、その対象者

の抱える問題解決の促進に向けて潜在的なニー

ズの掘り起こし、援助を活用するための動機づ

けや情報・サービス提供、地域づくり等の具体

的な援助を提供するアプローチ（久松・小野寺

2006：p299）」とアウトリーチの定義している。

さらに、アウトリーチの役割を「ソーシャル

ワーカーが行うアウトリーチには、認知症高齢

者や介護家族の潜在的・顕在的ニーズを引き出

し、今後の生活問題発生を未然に防ぐための予

測に基づく介入の見通しを立て、問題解決に向

けての効果的な援助介入を行う役割がある。同

時に、地域住民の認知症高齢者や介護家族にお

ける理解を促進するために、地域住民への教

育・啓発的活動を行う役割がある」と定義し、

アウトリーチの条件を「ソーシャルワーカーが

行うアウトリーチを可能にするための、組織体

制・教育研修の機会・他機関との連携などの活

動展開の土壌が十分に保証されていること。さ

らに、認知症高齢者を介護する家族を側面的に

支援する『介護者同士の交流の場』や『認知症

に関する知識習得や理解促進する場』を提供で

きる環境にあること」と定義している。

久松・小野寺（2006）では、アウトリーチ概

念の定義にとどまらず、その役割と条件につい

ても定義している点は、今後、アウトリーチ・

サービスに関する実証的な調査研究を予定して

いる筆者にとって参考になる記述である。この

研究では、認知症高齢者とその家族に対するア

ウトリーチの役割と条件の内部構造を因子分析

するために、それらの構造となる役割と条件を

定義する必要があった。アウトリーチの役割に

ついては、「介入方法の決定と効果評価」「援助

活用を動機づける支援」「地域環境の支援体制

づくり」、アウトリーチの条件については、「組

織の基盤確保」「存在認知の機会」「家族支援の

場の存在」という因子が抽出されていることか

ら、アウトリーチの実践と照らし合わせても、



― 76 ―

これらの役割と条件を含む妥当な定義を作成し

ている。

その後、久松と小野寺は研究メンバーを加え

て、全国の地域包括支援センターで実施した認

知症高齢者と介護家族へのアウトリーチによる

事態好転の経験と役割・条件の機能について分

析し、アウトリーチがもたらす成果について検

討している（久松・小野寺ほか2016）。ここで

は、問題が複雑化・深刻化しないうちに、でき

る限り早くアプローチすること、日常生活圏域

に実践の場があることが重要であること、社会

問題を予防する観点から、アウトリーチ・サー

ビスは重要な方法であると述べている。そして、

アウトリーチを「自ら援助を求めようとしない

場合や、客観的にみて援助が必要と判断される

問題を抱えている高齢者や家族などを対象者と

して、援助機関や援助者の側から積極的に介入

を行う技法・視点」と定義し、さらに、「介入

の結果、高齢者や家族の生活および地域住民を

めぐる問題解決の促進に向けて、生活状況や意

識が好転的に変化することを目指すアプロー

チ」と位置付けている（久松・小野寺ほか

2016：p782）。

この定義をおこなう上で、「アウトリーチが

射程とする範囲は要援護者の発見の段階にとど

まらず、何らかの在宅サービス利用など援助開

始後にも焦点化」すること、さらには、「地域

住民が認知症に関する講演会などに参加するこ

とによって、疾病としての認知症や、高齢者と

介護家族への理解が促進」されることを考慮す

ること、「アウトリーチの対象は本人のみでは

なく、家族や地域住民も含まれるという視点」

であることを重視している（久松・小野寺ほか

2016：p781）。つまり、アウトリーチがもって

いる地域づくりや家族介護者支援といった役割

にも注目して評価しているといえる。また、

「アウトリーチは、ソーシャルワーカーが対象

者に積極的に関わった結果、対象者は各種の情

報を得、サービス利用の動機付けによって実際

の利用に至る一連の過程を明らかにしている」

ものであるが、「ソーシャルワーカーが相談機

関に持ち込まれる相談を待つのではなく、問題

を抱えた人がいる地域社会やその人たちの生活

空間に出向き、相談援助というサービスを提供

すること」でもあり、「サービスに至るまでの

間に、十分な援助関係の樹立や認知症等の疾病

の理解を促すこと、介護負担軽減など、対象者

の内面の変容に焦点を当てることも、相談援助

というサービス提供者におけるアウトリーチの

定義化は重要である」としている（久松・小野

寺ほか2016：p781-782）。

これらアウトリーチの定義を巡る見解から、

久松・小野寺（2006）同様、久松・小野寺ほか

（2016）は、アウトリーチの対象にクライアン

トだけでなく家族を含めた「ホール・ファミ

リー・アプローチ」の実践系としてアウトリー

チを捉えていることがわかる。また、地域づく

りの視点も強調しており、「コミュニティソー

シャルワーク」としてもアウトリーチの意義を

認めている。困難や危機から脱するためにはク

ライエント自身だけでなく、同じ生活圏域に暮

らしている地域住民の理解・認識が、非自発的

なクライエントの援助に影響を与えるものと捉

えていえるといえよう。これは根本や座間の研

究にも通じている。

３－４　援助局面に分けて分析したアウトリー

チの把握（田中2009）

コミュニティソーシャルワークの専門誌に投

稿された田中（2009）は、アウトリーチを、

「直接、利用者のいる場所へ出向いて個別に関

わることだけではなく、住民主体のまちづくり

のために、地域住民の声を収拾したり、関心を

高めたりする地域援助活動も含まれる」と定義
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している（田中2009：p32）。そのうえで、ア

ウトリーチを、ニード発見の段階、援助介入段

階、モニタリング段階という３つの援助局面か

ら分析している。

第１のニード発見段階では、ニードを発見す

る方法としてアウトリーチを捉えている。「ク

ライエントが個人かグループか地域かでも、ま

た顕在的か潜在的か、自発的か非自発的か、援

助に協力的か否定的かなどクライエントの状況

によっても異なる」と、根本（2000）同様、対

象や置かれている状況等によってアウトリーチ

は一様でないという。

アウトリーチの初期にあたるニード発見段階

では、ニーズが不明なために把握する場合と、

新しいサービスを周知する場合に分かれる。具

体的な方法として、（1）街頭演説やチラシ配布

などの視聴覚に訴えた情報提供、（2）新制度・

事業や具体的なサービスに結び付ける必要があ

るとソーシャルワーカーが判断したときに積極

的に援助に結び付けるクライエントの掘り起こ

し、（3）家族や近所などの第三者からの相談が

きっかけで行われる情報把握型訪問、（4）地域

福祉計画の策定時などに実施される地域ニード

把握のための住民座談会方式、（5）スティグマ

や偏見のなかで表明されない「マイノリティ・

ニード」の発見に焦点をあてたニード把握が挙

げられている。（2）（5）はクライエント個人や

家庭の個別ニードに直接的に働きかける方法で

あり、（4）は地域全体が持っている集団的な

ニードを収集する方法といえる。（1）（3）はこ

れら両方の側面がある。

第2の介入段階は「広い意味でのデリバリー

サービスの１つ」であり、この段階でも個別介

入とコミュニティソーシャルワークの２つのア

プローチがあることを示している。前者につい

て、「援助者にとってもクライエントの生活ぶ

りや生活環境の把握がしやすいこと、クライエ

ントにとって自分の居場所（くつろげる）とい

う安心があることなど援助者、利用者に双方の

利点もある」ものの、「援助者にとって相手の

土俵で相撲をとるしんどさが同居する援助であ

り、利用者にとってもプライバシーに踏み込ま

れる不安が同居する援助であることを留意しな

ければならない」と、アウトリーチを行う上で

生じるサービス提供主体と対象者の負担につい

て触れている。そのため、アウトリーチを選択

する際は、（1）ある程度は利用者の状況（家族

構成や家族関係、病気や障害の程度、生活状況

の困難さなど）を援助機関が把握できているこ

と、（2）援助機関の訪問を受け入れる気持ちが

あること、（3）何らかの緊急性があることなど

を基準に実施を判断するよう求めている（田中

2009：p34）。

田中は介入段階の具体的な方法として、危機

介 入 と ACT（Assertive Community Treatment；

包括的地域生活支援）と呼ばれる地域生活支援

アプローチの例を挙げている。危機介入とは、

「通常利用者が何等かに切迫した状態にあり、

客観的に見て即時的な対応が求められる援助

（田中2009：p34）」のことであり、ACTとは、

重度精神障がい者に対して多職種チームで365

日24時間対応の包括的なアウトリーチによる

介入である。ACTは世界的に普及しており、

その効果も検証されている。日本でも地域レベ

ルで実践が始まっているところである。

後者のコミュニティソーシャルワークにおけ

るアウトリーチでは、（1）クライエントを取り

巻く環境への働きかけ、（2）人的資源の活用と

開発、（3）クライエントや支援者の組織化、

（4）地域コンフリクトの解決、（5）普及啓発活

動などの方法があるという（田中2009：p39-

40）。（1）について、「環境」とは、「クライエ

ントが属性として保有している以外のすべて」

のことを指しており、「家族や友人、親戚や近
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隣などの社会関係、地域、職場、学校などの生

活空間、住居などの生活場面から自然環境に至

るまで、ミクロ領域からマクロ領域まで幅広

い」ものが含まれる（田中2009：p39）。

（2）について、「個別に行われている支援を

地域全体の課題と捉え直し、地域としての見守

り体制の構築を志向する」というネットワーク

化のことである。援助を要しているクライエン

トが地域で暮らすためには、個別サービスだけ

でなく、地域のサポートシステムの整備も必要

である。ネットワーク化を通じて、地域単位に

「訪問活動を主とした生活支援員を開拓するこ

と」をめざしている（田中2009：p39）。

（3）について、認知症患者、障がい者、引き

こもりなど、困難や危機を抱えているクライエ

ントや彼らの介護者（家族など）の組織化の支

援には、アウトリーチ手法が多く活用されてい

るという（田中2009：p40）。また、ボランティ

アの組織化・支援も同様にアウトリーチ手法が

用いられることがある。（2）（3）は、クライエ

ント、介護者、ボランティアの組織化のために

もアウトリーチという方法が有効であり、それ

が地域福祉を支える人々のエンパワメントの押

し上げ効果にもつながると期待されている。

（4）について、障がい者施設や児童福祉施設

等の施設建設反対運動が各地で発生しているが、

それを「未然に防ぐ」こともアウトリーチの大

きな機能としている（田中2009：p40）。施設

建設の際は、「地域事情を細かく正確に把握す

るための地域リサーチ、どこにどんな人が住ん

でいるか、要となるキーパーソンの発見と協力

依頼、地ならしや雰囲気づくりのための事前の

宣伝活動、施設や事業を始める際に必要となる

設備や物品などを地元から調達し、施設や事業

を特定の利用者だけでなく地元住民も利用でき

るようにする地元調達・還元主義の徹底、地元

住民との膝を交えた話し合いなど」、アウト

リーチの実践例も示されている。

（5）とは、学校や公民館、図書館など住民が

よく集まる場所に出かけておこなうアウトリー

チの方法である。

第3のモニタリング段階では、介入の進捗状

況、ニード充足の状況、目標の達成状況などの

点検・評価、クライエントの状況変化、新たな

ニード発見、介入の修正など経時的変化を観

察・評価することである（田中2009：p40）。

この段階では、クライエントに対するモニタリ

ングだけでなく、援助にあたっている人たちが

参加する定期的なケア見直しの会議、家庭や職

場、学校など地域への訪問活動など、関係機関

を巻き込んで総合的に展開することが求められ

ている。また、地域援助でも、計画や活動の見

直し・点検のための評価会議、住民座談会、効

果測定のためのアンケートやヒアリングの実施

など、アウトリーチの評価を複合的に行うこと

が求められている。この段階の代表的なアウト

リーチには、「御用聞き訪問ⅲ」「アリナミン訪

問ⅳ」、利用者からの「呼び出し訪問ⅴ」がある

という。

コミュニティソーシャルワークの視点からア

ウトリーチを捉えている田中（2009）では、ア

ウトリーチの対象者を深刻な課題を抱えたクラ

イエントとその家族だけでなく、地域住民を対

象にアウトリーチを実施することで、地域の見

守り体制構築などの地域の人的資源の活用・開

拓の必要性や、クライエントと家族やボラン

ティアの組織化を通じて地域全体の課題解決力

の底上げの必要性を示していた。田中は論文の

最後に、「コミュニティソーシャルワークとし

てのアウトリーチを考えた場合、個別ニードを

地域全体の共通ニードとして一般化する作業が

必要となる。したがって、個別ニードの中身か

ら特殊性を取り除き普遍性だけを抽出する視点

と方法を見出さなければならない」とその方法
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も指摘していた（田中2009：p41）。

３－５　精神保健福祉分野のアウトリーチの考

え方（大島2011）

田中（2009）でも指摘されていたように、精

神保健福祉分野では訪問型多職種チームによる

包括的地域生活支援プログラム（ACT）の実践

が進んでいる。その中で、地域精神保健医療の

アウトリーチ体制も整備されている。アウト

リーチ体制構築の過程で生じている課題を整理

するため、大島（2011）は、アウトリーチ支援

の対象層、機能と役割、実施主体・実施体制、

精神保健福祉サービス全体のなかでの位置づけ

について分析している。大島（2011）では、

「アウトリーチ支援」という語を用いているた

め、このセクションではその表現を用いること

とする。

まず、アウトリーチ支援の対象層として、

（1）地域に適切な受け皿があれば退院できると

医師などから判断されているにもかかわらず、

長期入院を余儀なくされている人たち、（2）重

度精神障害をもち、長期間家庭などにひきこも

り、日中の行き場がなく過ごしている人たち、

（3）精神疾患の発病前後に精神状態やそれらに

伴う社会的問題に苦しみながらも、早期に専門

サービスを受けられずにいる人たち、（4）就職

や就学の継続支援のための精神障害をもつ人た

ちを挙げている（大島2011：p7）。（1）（2）群

はいずれも比較的重度の障がいを有している者

で、必要な支援が提供されていないことで、長

期間、生活が厳しい状況にある人たちである。

（2）群に関しては、同居する家族も支援ニーズ

も高く、アウトリーチを通じた家族支援の提供

が必要であると指摘している。（3）群にある未

治療期間中の本人・家族の苦労は相当に大きい

ため、早期介入としてのアウトリーチ支援に期

待している。（4）群は職場や学校を介在するア

ウトリーチ支援が必要となるが、その支援を受

けられないために就労・就学困難が人たちもい

ることから、アウトリーチ支援のニーズを有し

ている人たちとしている。

次に、アウトリーチ支援の機能・役割として、

（1）重度障がい者に対する包括的支援の提供、

（2）関係づくり支援などの特別な配慮の必要性、

（3）新領域での支援を挙げている。

（1）で示す「包括的支援」とは、「①より頻

繁で高密度、日常的に身近に関わること、②福

祉的ケア（含介護サービス）をも含む生活援

助」のことである（大島2004）。また、重度精

神障がい者には、精神症状への対応も不可欠な

ため、保健・医療的ケアの同時提供が求められ

ることから、多職種チームによる包括的なアウ

トリーチ支援の必要性を指摘している。

（2）で示している「関係づくり支援」とは、

支援開始当初の関わり方のことを意味している。

アウトリーチ支援の対象層として示した（2）

（3）群に対しては、丁寧に時間をかけてサービ

スへの不安や不信を取り除き、よりよい援助関

係を結ぶ支援を提供する必要があるという。ア

ウトリーチでサービス提供を行う精神障害者

ホームヘルプサービス制度創設のためのガイド

ラインでは、パーソナルケア、家事援助と並ん

で主要な支援の柱として「関係づくり支援」を

位置付けている（大島ほか2000）。関係づくり

の方法だが、イギリスのACT研究の成果から

「非対立的対応、コンタクト頻度を徐々に増加、

利用者の関心に合わせた会話、利用者が困る実

際的なことを支援、社会活動に一緒に参加な

ど」の「より頻繁で非公式な関係づくりのため

のアプローチ」が効果的であると指摘している

（大島2011：p9）。特に、サービスを利用した

くない、従来のサービスに否定的な体験をした

対象層には、この関係づくりが有効である。ま

た、家族との同居が多い日本では、関係づくり
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支援の一環として家族支援が必要であると言及

している。

（3）については、対象層（1）群に対する入

院医療と地域ケアの境界を越えたアプローチや、

対象層（4）群に対する労働・教育領域と保健・

医療・福祉領域を横断するアプローチの必要性、

さらには、（2）群のひきこもりや（3）群の発

症前後に適切な支援を受けられずにいる人たち

に対する支援の責任領域の設定を意味している。

これらは、従来の縦割り型支援の枠組みではな

く、隣接する領域を超えた新しい領域での支援

といえる。

続いて、実施主体・体制として、（1）優れた

エンゲージメント・関係づくり、（2）頻繁で高

密度、日常的に身近なサービス提供、（3）医療

を含む包括的な支援の提供、（4）領域を超えた

支援の提供の4点を兼ね備えることが期待され

ている。これらを1つの実施主体で実現するこ

とは困難であるため、多職種アプローチで取り

組むことを求めていた。また、専門職・専門機

関だけでなく、当事者や身近な関係者が支援に

関わること（ピアスタッフや年齢が近い者な

ど）も、関係づくりやニーズに即したサービス

提供の観点から重視する必要があるという。

以上から、アウトリーチ支援には、包括的支

援、信頼関係づくり、新領域という従来型の支

援とは異なる点に力点が置かれており、これら

を実現するには、頻繁なかかわり、多職種チー

ムアプローチ、公式なアプローチに加えて非公

式なアプローチの実施が求められることがわか

る。さらに、関係づくりやニーズに即したサー

ビス提供を行う上で、専門職だけでなく、過去

に当事者であったピアスタッフの存在について

触れていた点は特徴的である。

３－６　定義、対象者、役割を示しているアウ

トリーチの理論研究（福富2011、福富

2015）

福富の論文では、ソーシャルワーク分野のア

ウトリーチ理論を整理するため、先行研究の分

析に基づき特徴、対象者、役割・機能について

まとめている（福富2011、福富2015）。

まず、アウトリーチの特徴について、福富

（2011）では以下３点を挙げている。つまり、

（1）自ら援助を求めようとしないクライエント

の動機付けを高めることで、サービス利用や問

題解決行動を促すための援助技術を含むもの、

（2）アウトリーチの対象は、自ら援助を求めよ

うとしない個人やその家族だけでなく、彼らの

周囲にいる地域住民や地域社会そのもの、ある

いは関係機関までも含むもの、（3）アウトリー

チは個人や家族に対して発見・関係づくり・情

報提供・動機付けを高め、サービス提供を行う

こととともに、彼らを取り巻くシステムに対し

てケース発見や支援を行うことのできるネット

ワーク構築までを含むものである。これらの特

徴から、福富に考えるアウトリーチの目的、対

象者、役割という枠組みを読み取ることができ

る。

次に、アウトリーチを必要としている対象者

の特徴をみると、「最も援助の手が届きにくい

人たち（福富2011：p35）」とあり、（1）相談

機関に来ることができない、（2）相談機関に来

ることを好まないという2つの状況が背景にあ

るという（福富2011：p34-35）。（1）に関して、

相談機関がどこにあるのか知らない人（情報不

足）、相談機関を訪れるための移動手段がない

人・自らも移動面で不自由がある人（移動手段

の制約）、ケアが必要な人を自宅に残したまま

相談に出かけることが出来ない家族（外出に関

する家庭内の制約）が考えられる。これらの状

況にある人たちに対しては、アウトリーチが問
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題解決につながる有効な手段である。

（2）の場合は、いわゆる非自発的クライエン

ト（involuntary client）（Trotter2006＝2007）ⅵや

接近困難（hard to reach）なクライエントとも

呼ばれており、ニーズはありながらも自ら援助

を求めない人たちである。彼らは「大きな生活

問題を抱えており、社会的孤立や被虐待という

権利が侵害されている状況に置かれている（福

富2011：p35）」場合もあるため、支援者側か

ら近づいてサービス実施につなげることは、

ソーシャルワークにとって重要な使命といえる。

続いてアウトリーチの担う役割・機能だが、

福富（2015）では、（1）ニーズの掘り起こし、

（2）情報提供、（3）サービス提供、（4）地域づ

くりに分けている（福富2015：pp159-160）。こ

の分類は根本の定義に影響されたものである。

（1）について、アウトリーチを必要とする人

たちは地域のなかに隠れており、援助機関の前

に現れようとしないため、ワーカーは地域に出

向き、潜在的なクライエントを発見することが

求められる。しかし、その発見はワーカーだけ

では困難であり、ケース発見のためのシステム

構築が求められる。このシステムは（4）の地

域づくりにつながっていく。

（2）の情報提供について、インボランタ

リー・クライエントには援助を受けようとしな

い理由が必ずある。例えば、「過去に援助を受

けた際のつらい体験」「援助を受けること自体

への怖れ」「他者に自らの生活をコントロール

されることへの抵抗感」「変化への抵抗」など

である（福富2011）。この事実を踏まえ、ワー

カーは適切な情報をクライエントに提供し誤解

を解くとともに、援助を受け入れられるように

その気持ちを解きほぐしていくことが必要であ

る。また、適切な情報提供は、地域住民に対す

る啓発を行う上でも重要な機能である。

（3）のサービス提供について、インボランタ

リー・クライエントに対して、クライエントの

生活空間に出向き相談や直接サービスを提供す

ることはアウトリーチの重要な役割であるが、

クライエントが援助を受けようとしない限り、

相談にもサービス提供にもつながらない。サー

ビス利用につなげるには、「援助者はクライエ

ントとかかわりをもち、信頼関係の構築を図り、

またクライエントが自らおかれている状況を変

えたいという動機づけを高めていくことで、そ

の抵抗感を軽減し、サービス利用へとつながる

ように支援していく」ことが必要である。

（4）の地域づくりだが、（1）のニーズの掘り

起こしで指摘したとおり、アウトリーチの対象

者となるインボランタリー・クライエントを

ソーシャルワーカーだけで発見することは困難

である。事実、「近隣住民や民生委員などが心

配し、遠巻きにではあるがそのクライエントの

ことを見つけている」場合もある。そこで、ア

ウトリーチを実施している機関は、地域住民や

民生委員などと顔の見える関係を作っておくこ

と、つまり信頼関係の構築が有効であると指摘

している。これは、早期発見・早期対応を可能

にする方法でもある。地域住民との信頼関係の

構築の第一歩として、「例えば出前講座を行う

などで相談機関の存在を知らしめ、それが住民

のために役立つ存在であること」を伝えていく

ことを挙げている（福富2015：p160）。顔の見

える関係が構築できた後、地域から持ち込まれ

た相談に丁寧に対応していくことは、地域住民

を巻き込んで見守りネットワークなどの構築に

もつながっていく。地域と機関との関係づくり

は、一朝一夕でできるものではなく、地道な努

力も求められる領域でもある。

さらに、アウトリーチを行うスタッフのスキ

ルについて、福富（2011）では先行研究を踏ま

えて、「高い感受性」、「ストレングス視点や

パーソンセンタードに確固たる理念を実践きる
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だけの高度のスキル」、「観察・傾聴・質問、リ

モデリング・ロールプレイ・物語やたとえの利

用・宿題、行動変容を促すことなどのスキル」

や、後述する参照するトロッターの4つのスキ

ル（Trotter2006＝2007：p30-41）を示している。

そして、「十分な力量を備えずになされるアウ

トリーチはワーカーの疲弊につながったり、結

果としてクライエントを管理してしまうことに

つながってしまう危惧がある」と、アウトリー

チに取り組む提供主体のリスクを内包している

点も指摘している（福富2011：p38）

このほか、福富は、座間（2001）に基づいて

ワーカーのバックアップ体制についても触れて

いる。ワーカーのバックアップ体制は、アウト

リーチを継続的に実施するうえで欠かすことの

できない点である。福富（2015）では、外出先

でも電話で応対できるようにするための携帯電

話の転送サービス、機関内での情報共有システ

ムの工夫（申し送り、ミニカンファレンス、所

内記録の共有システム）といった技術的な例に

加えて、「ワーカーが地域に出向き、自ら援助

を求めてこないクライエントのために時間と労

力を使うことを正当な業務として認める管理

者・機関の姿勢」が極めて重要であるといって

いる。その理由として、「理解が得られないた

めに、アウトリーチ活動の必要性は感じながら

も躊躇しているワーカーや、積極的に地域に出

ていく活動が事業所内で理解されず、バーンア

ウトの危機にさらされているワーカー」の存在

を指摘し、「アウトリーチは一人のワーカーが

用いる技術ではなく、相談機関全体の理解と

バックアップのもとに展開する活動」という認

識を示している（福富2015：p165）。

以上から、ケアマネジメントのなかでも包括

的モデルの初期段階に非自発的ハイリスクにア

ウトリーチをおこなうだけでなく、アセスメン

トやケアプランなど一連の具体的なサービス計

画・実施にむけたケアマネジメントシステムの

あらゆる段階で相談支援としてアウトリーチが

有用であると指摘していることがわかる。

３－７　福祉情報化論のなかでとらえるアウト

リーチ・サービス（石黒2014）

石黒（2014）は、デンマークのアウトリーチ

の実証分析のなかで、「福祉情報を流通・活用

して利用者の生活支援を行う福祉情報化の1つ

の形態」としてアウトリーチを位置づけており、

「対象者を訪問してニーズを掘り起こすために、

その人の生活状況や資源に関する情報を収集し、

援助者自身がもつ情報と照らし合わせてそれが

どのようなニーズであるのか判断し、適切な支

援策や情報解決策を見出し、対象者に情報を提

示する。そして、サービス提供につなげる際に

は対象者とサービス提供者の間で情報をやりと

りし、地域づくりにおいては地域に出向いて地

域の情報を収集するとともに、地域の現状や問

題等、必要な情報を発信する」ものと認識して

いる。

アウトリーチの情報伝達機能に着目している

点は後述のDubois & Mileyと同様であるが、石

黒の場合、ハイリスク者の生活支援の方法とし

て、複雑化する福祉にかんする情報を福祉情報

論の観点から分析しており、アウトリーチは情

報伝達の方法として位置付けている。

３－８　日本の生活困窮者自立支援制度でのア

ウトリーチ・サービスの位置づけ

生活困窮者自立支援法に基づく制度として、

2015年4月に生活困窮者自立支援制度が開始さ

れた。この制度は、自立相談支援事業、住宅確

保給付金の支給、就労準備支援事業、家計相談

支援事業、就労訓練事業、生活困窮者世帯の子

どもの学習支援、一時生活支援事業から成って

いる。このうち、本稿の主題ともなっているア
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ウトリーチは、自立相談支援事業に訪問支援と

して含まれている。この自立相談支援事業に取

り組む支援機関の設置・運営の手引きにあるア

ウトリーチの説明を見てみよう（北海道総合研

究調査会2014）。

アウトリーチについて、「生活上の課題を抱

えながらも自ら援助にアクセスできない個人や

家族に対し、家庭や学校等への訪問支援、当事

者が出向きやすい場所での相談会の開催、地域

におけるニーズの発見の場や関係づくりなどに

より、支援につながるよう積極的に働きかける

取組のこと（同p55）」と定義している。また、

アウトリーチを通じた相談支援を、「早期把握

による予防型支援を展開することで、状況の悪

化防止につなげ、また、支援が必要な人に対し

必要な情報が効果的に伝わるような仕組みを整

備する必要がある（同p50）」と説明している。

つまり、対象者の早期把握と効果的な情報提供

の仕組みづくりという手段を通じて、対象者の

状況悪化防止と予防をはかることが生活困窮者

自立支援のアウトリーチの特徴といえる。アウ

トリーチの対象者だが、「長期間引きこもって

いるなど社会的に孤立している場合もあり、自

ら支援を求めることが困難な場合も多い」とい

う特徴を示している。

さらに、自立相談支援機関に対しては、「早

期把握・早期発見のためのネットワークづくり

に積極的に取り組み、地域の生活困窮者、また

本人を取り巻く環境の不安要素などを、地域の

社会資源や住民等の参画を得ながら早期に把握

し、必要に応じてアウトリーチして、対応する

仕組みを作ることが必要である（同p55）」と

している。この文から、関連機関とのネット

ワークづくり、アウトリーチ対象者を取り巻く

環境改善に向けた地域の社会資源の活用と住民

等の参画がアウトリーチを適切に機能させる条

件とみなしていることがわかる。加えて、アウ

トリーチの条件として生活困窮者の実態把握も

欠かせない。そのため、定量的・定性的な調査

の必要性も指摘されている（同p55）。

関連機関とのネットワークづくりに関して、

自立相談支援機関につながる経路に、（1）自治

体他部署からの紹介、（2）外部関係機関からの

紹介、（3）自立相談支援機関が実施する出張・

巡回や訪問相談等により相談受付、（4）本人が

電話・来所による相談の４つを見込んでいる

（同p56-59）。（2）の外部関係機関とは、ライフ

ライン事業者（ガス・水道・電気などの事業

者）、地域の事業所（新聞配達所、郵便局、ク

リーニング店、牛乳配達など戸別訪問により日

常生活にかかわる事業所、公営住宅や民間賃貸

住宅の管理人や運営企業）、地域活動団体・住

民団体等（よりそいホットライン、地域の生活

困窮者支援団体や当事者団体）が想定されてい

る。（3）の相談受付については、対象者の身近

な場所に出向いた出張相談、電話相談受付、

メール・FAXでの相談受付、自宅や自宅付近・

就労場所への訪問など多様な受付方法が挙げら

れている。このほか、（3）には、広報活動の方

法も示されている。テレビなどのマスメディア

を利用した積極的周知・広報活動、ホームペー

ジやブログの解説、SNS等による広報活動、生

活困窮者がアクセスしやすい場所でのチラシ配

布・掲示などである。多様な受付方法と広報活

動は、自立相談支援機関へのアクセスを容易に

する方法であり、アウトリーチを効果的におこ

なうために必要なことでもある。

次に、生活困窮者自立支援事業相談員ハンド

ブック（Q&A集）には、アウトリーチの具体

的な方法として、（1）対象者を把握し、つなが

るためのアウトリーチ、（2）アセスメントのた

めのアウトリーチ、（3）支援のためのアウト

リーチ、（4）地域づくりのためのアウトリーチ

が明示されている（生活困窮者自立支援事業相
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談員ハンドブック編集委員会他2016：p16）。

（1）にかんして重要な点は、従来、支援の対

象者ではないと思われていた方を把握すること

にある。具体的な方法として、行政機関からの

紹介、関係機関や地域住民などからの情報で対

象を把握するとしている。

（2）とは、本人を取り巻く状況についての幅

広い情報を得るためには本人との相談だけでは

不十分であり、「自宅を訪問したり、実際に地

域での生活の様子を見に行ったり、本人を知る

人に聞きに行くなど」多様な方法で情報収集し、

生活困窮者の実情を多方面から理解する必要性

を示している（同p17）。アセスメントという

視点は、適切なサービスにつなげるためにアウ

トリーチにとって不可欠なプロセスといえる。

（3）とは、さまざまな事情で相談窓口まで来

所することが難しい方や支援が中断してしまっ

ている方などに対して、こちらから出向いて

行って、支援が受けられるようにしていくこと

を意味する。３－６の福富の研究にも出てきた

非自発的（インボランタリー）クライエントに

対する支援は、機関への来所を前提としたサー

ビス提供だけでは支援を受けられない可能性も

ある。そのため、サービス提供を目的にアウト

リーチをおこなう場合もある。

以上３つのアウトリーチは、生活困窮者自身

を対象としたアウトリーチの方法である。これ

に対して、（4）地域づくりのためのアウトリー

チは、地域住民を対象としたアウトリーチであ

る。このハンドブックでは、アウトリーチと地

域づくりに関する基本的な考え方を以下のよう

に述べている。長文であるが引用する。

支援を進めるうえでは、生活困窮者を早
期に把握する地域のネットワークづくり

（入口）、包括的な支援体制づくり、そして
自立した生活を継続するための社会資源の

整備（出口）を創出する必要です。
地域づくりに取り組む際には、個々人の

ニーズに対応した支援を提供するため、他
分野も含めた地域資源を把握し活用するこ
と、及び資源が不足する場合は新たに創出
することが必要です。生活困窮者が排除さ
れることのない地域社会をつくることや、
生活困窮者が支えられる側から支える側に
回ること、生活困窮者自立支援のシステム
が地域に根付き地域の多様な課題の解決に
も資するものになることなどは、自立相談
支援事業における地域づくりの重要な目標
となります。

（同p44）

さらに、ハンドブックによると、地域課題は

個別支援分析から導き出され、地域課題を解決

するには、地域づくりや地域の社会資源の構築

が必要であるという。ここでいう地域の社会資

源とは、「福祉関係機関のみならず保健、雇用、

教育、金融、住宅、産業、農林水産業など様々

な分野を含めた幅広いもの（同p44）」である。

また、アウトリーチや地域住民らによる見守り

活動は、「地縁組織やインフォーマル部門との

連携が不可欠で、ボランティア活動を含めこれ

らを実施する地域の人材の把握も大切」であり、

地域の社会資源の一部ともいえる。地域の社会

資源を把握し、活用し、不足しているものは行

政と民間団体が協働して開発していくわけだが、

それには、「関係者と日ごろから積極的に関わ

りをもつようにすること、また具体的な連携方

法を検討する場を持つこと」が欠かせない。そ

のためには、他分野の地域の協議会・連絡会等

に参加し「顔見知り」になり、顔の見える関係

を構築していく必要がある。第一歩としては、

自立相談支援機関の取り組みを関係機関等に周

知し、生活困窮者自立支援に関する理解を得る
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こと、そして、具体的な連携方策を協議したり、

勉強会、研修会、合同事例会議等の意見交換な

どの機会を企画・実施することが求められると

いう。地域資源の把握や開発とネットワークの

構築には時間と労力がかかるが、生活困窮者支

援の支援体制を整備するためには欠かすことの

できない領域であると強調している。

以上の指摘から、生活困窮者の早期把握を可

能にする地域のネットワークづくり（入口）、

包括的な支援体制づくり、自立した生活継続の

ための社会資源の整備（出口）という一連の地

域づくりに取り組むには、個別ニーズに対応し

た支援を提供できるようにするため、地域にお

ける多様な社会資源の把握・活用、不足してい

る場合は創出ができる環境（地域づくり）の必

要性がわかる。また、地域住民や地縁組織に加

えて、インフォーマル部門との連携やボラン

ティアを含めた地域の人材の把握がアウトリー

チにとって欠かせないものであった。アウト

リーチは対象者の把握のみにとどまるものでは

なく、さまざまな方法を通じて、ニーズのある

人に必要なサービス・情報を届けるための体制

づくりも含めたものである。そのために、支援

組織は、関連する地域の協議会や連絡会等に参

加し、顔の見える関係づくりが重要となってく

る。

４．欧米先行研究にみるアウトリー
チ・サービスの理論的枠組み

４－１　欧州の国際比較分析に基づくアウト

リーチの類型化

欧州のアウトリーチ・ソーシャル・ワークの

実践を国際比較分析したKloppenburg（2010）

では、アウトリーチを、社会サービスと接触し

ておらず、また、助けを受けていない危険にさ

らされている人を対象に、民間および公的領域

で人々の直接的な生活環境のなかで常に行われ

ているアプローチと位置付けている。その目的

は、「課題に対する解決策を模索し、適切な社

会サービスへのアクセスを見つけることを助け、

個人の害や環境への不便を減らすために、人々

を支援すること」にある。欧州では、伝統的に、

リスクのある青少年、ホームレスの人々、アル

コール依存症、薬物依存症などに実施されてき

たが、孤独に住む高齢者、複数の問題を抱えて

いる家族、もしくは自分自身を無視している

人々にも効果的なアプローチであるとしている。

この研究では、現行のアウトリーチ・ソーシャ

ル・ワークを3モデルに類型化して（Kloppenburg 

2010：p8-9）。第1のモデルは、課題解決策を

探すためにクライエントのそばに出向く「支援

モデル（Support model）」、第2は、適切なソー

シャル・サービスの支援を利用していないクラ

イエントを見つける「クライエント補足モデル

（Catching clients model）」、第3は、専門職が一

定の権限によって生活環境の中に介入する「選

択と制御モデル（Options and sanctions model）」

である。これらのモデルは、クライエントに対

し自発的な接触であるか、一定の権限に基づく

強制的介入であるかによって異なっている。

また、オランダの事例分析のなかで、ソー

シャル・ワークにおけるアウトリーチ・アプ

ローチのフェーズとして、定期的なソーシャ

ル・ワークに結び付ける前段階にアウトリー

ト・ソーシャル・ワークを位置付けている（同

p66）。第1フェーズが対象者の発見、第2フェー

ズが信頼関係構築のためのファーストコンタク

ト、第3フェーズが日々の課題解決にむけた支

援であり、第4フェーズは、選択と制裁を伴う

条件付き支援もしくは社会サービスへのアクセ

スに分かれている。そして、第5フェーズが定

期的なソーシャル・ワークへと橋渡しする段階

となる。これらの段階的な支援プロセスのうち、
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アウトリーチ・サービスは、対象者の発見にと

どまらず、信頼関係の構築を経て、具体的な課

題解決に向けた支援・サービス提供へと移行し、

最終的には従来のソーシャルワークへと橋渡し

をする各段階で異なる役割をもちながらアウト

リーチがおこなわれていることがわかる。

４－２　家庭訪問の原則を示したWasik	&	

Bryantの研究

これまでに示した先行研究から、支援対象者

の自宅や生活圏へ出向いて総合的な相談にあた

ることがアウトリーチの共通点であると理解で

きる。ここでは、アウトリーチ・サービスうち、

家庭訪問型サービスについて研究している

Wasik & Bryant（2001＝2006）をみておこう。

子供のいる世帯への家庭訪問について分析し

たWasik & Bryantは、「家庭訪問」を「専門職

者や関連する専門職者が家族に対して、その家

庭において援助を提供する過程」と定義し、

「この援助は、社会的、情緒的、認知的、教育

的、あるいは保健ニーズに焦点を当て、しばし

ば長期的に行われる（Wasik & Bryant2001＝

2006：p1）」ものと位置付けている。ここでい

う専門職者とは、看護師、ソーシャルワーカー、

教師が主なサービス提供者であるが、医師、カ

ウンセラー、理学療法士、言語療法士を含むほ

かの専門職者に加え、宗教団体の人びとや「関

連専門職者や素人のワーカーも家庭を基盤にし

た家族サポート」も含まれる（同　p1）。また、

家庭訪問には「家族援助活動に非常に役立つこ

とが多」く、「必要なサービスを受けることが

できない個人と家族に届けらえる」という特徴

があるという（同p2）。

Wasik & Bryantは、家庭訪問員との共同研究

を通じて、家庭訪問にとって有効な７つの原則

を示している（同　pp47-50）。第1は、家庭訪

問は個別化されたサービスであるという原則で

ある。家庭に基盤をおいた介入・援助は個別化

されなければならないことを意味している。個

別化のためには、個人・家族の社会的、心理的、

文化的、教育的、経済的、身体的・健康的特徴

を考慮する必要がある。人も家族もそれぞれが

唯一無二のものであるため、一般的な対処技能

は非常に高い家族であっても、ある特定のスト

レス状況下では、特別な援助を要する場合があ

るという。

第2は、家族を社会システムとしての１つと

してとらえるという原則である。訪問時、家庭

訪問員は個人または全体としての家族を対象と

した援助であるか否かにかかわらず、家族の中

の相互作用に常に注意を払っていなければなら

ないことを意味している。

第3は、援助関係は家庭訪問員と家族員との

協働関係として概念化することが適切であると

いう原則である。援助は家庭訪問員だけでおこ

なうものではなく、家族との協働に基づき実施

することを強調するものである。したがって、

家族はそれぞれ積極的に参加することが期待さ

れ、家庭訪問員は協働関係を成り立たせる責任

を負っている。

第4は、家庭訪問員は家族の長期的・短期的

ニーズに即して柔軟に対応するという原則であ

る。家庭訪問員がニーズを把握し、自ら直接に

サービスを援助するか、もしくは他の援助を求

めるべきかのタイミングを判断することを意味

している。そして、家庭訪問員は状況把握し、

適切な決定を下すのを助けることが求められる。

第5だが、家庭訪問員は、効果的な対処スキ

ル・問題解決スキルを活用するという原則であ

る。これについて、家庭訪問が必要な家族は、

何らかの困難な問題に直面しており、彼らの生

活が貧困の結果、社会面・教育面・健康面で危

機的な状態にある。家庭訪問員は、家族が自分

たちのニーズや願望、それらへの取り組みにつ
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いて話し合うことを援助し、彼らが効果的に問

題を管理する能力と対処能力を促進していく。

そして、彼らのもっている強さを土台としてそ

の上に築き上げられる。さらに、彼らが新しい

スキルを学び、必要な行動をおこなえるように

援助するというエンパワメントの促進が家庭訪

問に期待されている。

第6は、家庭訪問員は、現在のニーズに加え

将来ニーズも考慮し、獲得した新たなスキルや

態度の一般化を援助するという原則である。家

庭訪問員は、現在のニーズに即したサービスを

提供してストレス軽減するだけでなく、家庭訪

問によって家族の将来が自立的であるか否かを

常に意識するものである。

最後は、家庭訪問員が、家族に対して継続的

なアセスメントを実施し、必要に応じて支援方

法を修正する知識が必要であるという原則であ

る。効果的に家庭訪問を進めるため、家庭訪問

員は、家族と一緒に進めてきた作業を一緒に評

価し、家族がおかれている状況と進歩に目を向

ける必要がある。進歩が見えない場合は、それ

を妨げている要因をともに検討し、進歩があっ

た場合は、ともの喜び、その要因は何なのかを

自覚するよう援助する。

これら7つの原則をみると、サービス提供者

である家庭訪問員は、一方的な介入にならない

よう、クライエントと家族との協働関係を築き

ながら、継続的にアセスメントを実施し、将来

のニーズまで配慮した課題解決が求められてい

る。これらを兼ね備えて支援にあたることは、

ワーカーにとってたやすいことではなく、ワー

カー個人の研鑽のみに頼るのは無理がある。し

たがって、組織としてアウトリーチの継続を可

能にする仕組みも重要である。

４－３　意欲に欠けるクライエントに対する直

接的実践の分析（Trotter2006＝2007）

Trotter（2006=2007）は、分析枠組みに証拠

基盤実践モデルを援用し、意欲に欠けるクライ

エント（インボランタリー・クライエント）へ

の直接的実践ⅶを実施しているワーカーⅷに焦

点を合わせて、ワーカーがどのように働きかけ

るのが有効であるのかを検証した研究である。

ここでいう「有効性」とは、「特定の結果の指

標の改善」を意味している（Trotter2006=2007　

ｐ29）。ワーカーには、法律的・監視的役割と、

援助的・治療的・問題解決的役割の２つがあり、

これら二重の役割について、適切なバランスを

成し遂げるためにワーカーをどのように援助す

るかが研究のねらいでもある（同p12-13）。

ワーカーについて、1970年代・80年代には

「ケースワーカー」と呼ばれることが多かった

が、近年では、「ケースマネジャー」と記述さ

れることが増えているという。「直接的サービ

スや治療役割よりも、むしろサービスの調整的

役割を持つ傾向がある」からである（同p14）。

このような見解に対する批判はあるものの、直

接的実践プロセスには、ケースプランニング、

ケースマネジメント、問題解決の機能が内包さ

れており、これらの機能を分析することも

Trotter（2006=2007）の焦点となっている。

トロッターの研究では、意欲に欠けるクライ

エントへの総合的介入モデルとして有効な４つ

のスキルを示している。第1は、役割の明確化

である。これは、ワーカーとクライエントの役

割をクライエントが理解するように支援するこ

とで、意欲に欠けるクライエントの結果を改善

するために行われるものである。このアプロー

チは、「介入の目的、すなわちワーカーとクラ

イエントの両者が、それぞれ何を成し遂げたい

としているのかをクライエントと一緒に探求す

る（同p79）」かという「継続進行するプロセ
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ス」を意味する。

第2は、向社会的モデリングと強化である。

これは、社会的にみて望ましいと考えられる行

動をクライエントがとるよう示したり、賞賛や

何らかの心理的報酬によって強化していくこと

を意味する。実践では４つのステップを通じて、

向社会的モデリングとその強化がなされていく。

つまり、（1）クライエントの向社会的なコメン

トと行動を特定化すること、（2）それらのコメ

ントと行動に報酬を与えること、（3）向社会的

モデルをワーカー自ら表現して見せること、

（4）反社会的、犯罪志向的なコメントや行動に

挑戦することである（同p105-126）。

第3は、協働的問題解決である。問題解決に

は、クライエントが定義した問題に取り組むこ

と、クライエントの達成しやすい目標を構築す

ること、目標達成のための戦略をクライエント

とともに決めることが含まれる（同p35）。自

発的なクライエントか非自発的なクライエント

に関わらず、クライエントが問題と目標を定義

するように支援することは、先行研究からも支

持を受けている方法である（同p35）。

以上3つに加えて、対人関係スキルの重要性

も指摘している。「楽観的な態度をもち、クラ

イエントに耳を傾け、ユーモアと自己開示をた

めらわないワーカーは、クライエントに良い結

果をもたらす（同p37）」という。

以上、トロッターの研究は、意欲に欠けるク

ライエントを重要視するワーカーへのアプロー

チであり、ワーカーが身につけるべきスキルを

示すものでもあった。アウトリーチでは、その

対象者と支援者の間の信頼関係の構築が必要で

あることは指摘されているが、トロッターの挙

げる4つのアプローチは課題改善や生活環境の

好転につながる方法であり、支援者に求められ

るスキルともいえよう。特に、協調的問題解決

は、Wasik & Bryant（2001=2006）でも報告さ

れており、一方的な専門家視点で解決策を講じ

るのではなく、対象者とともに解決にあたるこ

との重要性がわかるものであった。

４－４　コミュニティ教育戦略のなかでのアウ

トリーチ

Dubois & Miley（2014=2017）は、アメリカ

でソーシャルワーカーのコア・コンピテンシー

の習得を目的としたテキストである。これによ

ると、エンパワメント指向の実践形態である

ソーシャルワークには、コンサルティング、資

源管理、教育の3つの機能がある。このうち、

「アウトリーチ」を教育の機能の１つとして位

置付けている。教育には、「ソーシャルワー

カーはクライエントに必要な多くの情報を提

供」し、「情報のやりとりは意思決定を促し、

コンピテンスを強化」することに加え、「クラ

イエントが機会や資源にアクセスする能力を高

めるための、多様なスキルを教える場合もあ

る」と、その機能を示している（Dubois & 

Miley2014=2017  p318-319）。

また、教育機能を実践する方法には、学習体

験と問題の予防があるとしている。前者の場合、

クライエントが専門職との積極的協力者として

学習に参加したいと考えており、クライエント

とソーシャルワーカーが対等な関係で参加でき

ることが双方の利益をもたらすというLenrow 

& Burch（1981）の記述を引用しながら、クラ

イエントの積極的なかかわりを重視している。

後者の問題の予防とは、「個人的・社会的コン

ピテンシーを開発するための一連の複雑な活動

から成り、人のニーズがより効果的に充足され

るようにソーシャルシステムを是正するもの」

である。「予防という活動は、その性質上、そ

もそも教育的であり、社会的機能における問題

の発生に先立って、一般的に大規模なグループ

をターゲットとして実施される」ものである
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（同p319）。

教育という機能は、ミクロ、メゾ、マクロと

いう各レベルのソーシャルワークに含まれるも

のであるⅸ。このうち、マクロレベルでは、「コ

ミュニティ教育のストラテジーを用い、一般の

人々に向けて情報提供を行う」というアウト

リーチを含んでいる（同 p319）。ここでいう

「情報」とは、「課題の解決、スキル習得、問題

の予防、社会変革のために不可欠」（同p297）

であると考えられている。アウトリーチを個人

や家族に対する手法ではなく、コミュニティや

社会に対する「コミュニティ教育」のための手

法として位置付けている点が、Dubois & Miley

の特徴的である。

ソーシャルワーカーがアウトリーチを通じて

おこなう教育とは、「市民を相手に、社会問題、

不正義、ソーシャルサービスについての教育」

であり、「さまざまなメディアとPR活動を通じ

て情報を伝達」していくものである。ソーシャ

ルワーカーによるアウトリーチの推進は、「市

民が社会問題と、これに関連するソーシャル

サービスについての知識を広げられるよう支援

する」ことであり、ヘルスケア、病気、ストレ

スなど「さまざまな領域の問題に対する人々の

認識を高」め、一般の人々が「非公式および公

式の資源により迅速にアクセスできるようにな

る」ことをねらいとしている。この結果として、

「予防的行動」の推進にもつながるのである

（同p322）。

Dubois & Mileyでの指摘に関連し、田中千枝

子は、ミクロレベルでの相談援助だけでは十分

に問題の改善につながらない場合もあり、メゾ

レベルとマクロレベルでソーシャルワークを展

開することは、問題構造を解析し、国家レベル

の課題の変革につながるとしている。そして、

「地域や組織のメゾで生じていた問題が軽減し、

ミクロレベルでの個別の直接相談がしやすくな

るといったマクロからメゾ・ミクロに降りる活

動に結び付く」ことを指摘している（田中

2011：p124）。これが、アウトリーチによる地

域づくりの意義といえよう。これらの取り組み

を通じて、地域住民や市民の意識に働きかけ、

彼らがクライエントの直接的な援助者として、

また、「制度改革などのソーシャルアクション」

をおこなうアドボケイトやアクティビストとし

てその役割を担えるようなソーシャルワーカー

になることを期待していた。

４－５　地域に根差した組織を重視するアメリ

カでのアウトリーチ・サービスの実践

Stuen（1985）では、高齢者向けサービスに

関するサービスデリバリーの構造形態、アウト

リーチの戦略・対象集団、効果的なアウトリー

チの障壁に関する分析が行われている研究であ

る。そのなかで、アウトリーチの定義と目的に

ついても触れられている。

Stuenは、アウトリーチを「ニーズのある

人々を適切なコミュニティ・リソースにつなぐ

ための取り組み」と位置づけ、「情報・照会

サービスをエージェンシーやセンターからコ

ミュニティに持ち出す」ことを特徴としている

という（Stuen 1985：p88）。したがって、アウ

トリーチは、従来、専門機関のなかでおこなわ

れてきた情報・紹介サービスを、コミュニティ

のなかで提供することで、コミュニティ・リ

ソースの活用へと結びつけるものと捉えている。

高齢者は、フォーマルなサービスネットワー

クに加えて、主要なサービス提供者として家族

ネットワークに頼っていることから、アウト

リーチ戦略に、家族・非家族サポートネット

ワークを含めることが最適であることを指摘し

ている（同p87）。家族による非公式なサービ

スネットワークは、フォーマルなサービス組織

にとっても価値あるものと認めており、ボラン
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ティア団体や宗教団体らはインフォーマルな

ネットワークの形成やインフォーマルな支援の

育成に貢献している。専門機関とは異なる家族

や非営利組織、コミュニティ組織をアウトリー

チ戦略の含めることの重要性を指摘したもので

ある。

さらに、アウトリーチには有能なスタッフや

ボランティアの採用と訓練が重要であるという

（同p89）。アウトリーチの提供主体は、地域社

会のあらゆるサービスを認識し、ニーズを正確

に評価し、適切な紹介と関連付ける能力が求め

られる。一般的な戦略としては、個別訪問、電

話連絡、手紙、印刷物の配布が考えられる。そ

してアウトリーチは、ニーズを持った潜在的な

サービス利用者、つまりハイリスク者を対象と

したものと、地域住民全体を対象としたものが

あるとして、アウトリーチの２つの側面を押さ

れた捉え方となっている。

Stuenでは、コミュニティ・リソースの活用

の観点から、フォーマルな高齢者向けサービス

だけでなく、インフォーマルな家族介護者の存

在を重視している。フォーマルなサービス、イ

ンフォーマルなケアの両方を高齢者のサポート

ネットワークとみなし、これらに対してアウト

リーチすることで、コミュニティ・リソースの

活用拡大につながると考えている。

５．アウトリーチ・サービスの理論的
枠組みに関する考察

これまでにみてきた16本の先行研究のアウ

トリーチに関する捉え方をふまえ、アウトリー

チ・サービス・モデルを、対象者、提供主体、

役割・機能、目的の4点から分析・考察してい

く。その後、アウトリーチの定義を導出してい

く。

５－１　アウトリーチ・サービスの対象者

アウトリーチは誰に対して行われるのだろう

か。その答えは、アウトリーチがその目的に応

じて、サービスにつながらなければ孤立した生

活が続く可能性のあるハイリスクなクライエン

トとその家族と、非ハイリスク状態にある地域

住民を対象としたものがあるといえよう。ここ

では、予防医学や公衆衛生（疫学）分野で用い

られているアプローチを援用し、前者をハイリ

スク・アプローチ、後者をポピュレーション・

アプローチⅹということとする。

日本の「健康日本２１ⅺ」では、「健康障害

を起こす危険因子を持つ集団のうち、より高い

危険度を有する者に対して、その危険を削減す

ることによって疾病を予防する方法を高リスク

アプローチ（High risk approach）」と呼ぶ。こ

のアプローチでは、生活を維持するうえで困難

が顕在化している、あるいは顕在化する恐れが

あるハイリスクな個人と、彼らと生活を共にす

る者（主に家族）を対象にアウトリーチがおこ

なわれる。具体的には、専門機関へのアクセス

が困難な者や非自発的なクライエントとその家

族の生活圏（自宅など）に直接赴き、サービス

利用へと働きかけるアプローチである。一方、

後者は、対象をハイリスク者らに限定せずに集

団へ働きかけるアプローチであり、地域全体へ

の啓発・学習機会を提供するものである。これ

らのアプローチの違いは、３・４節で示した多

くの先行研究の見解から読み取ることができる。

このようにアウトリーチのアプローチには、

対象者別にハイリスク・アプローチとポピュ

レーション・アプローチがあるわけだが、アウ

トリーチは対象別に分断しておこなうものでは

ない。ハイリスク状態にあるものと家族に対す

る個別のアプローチを有効に機能させるために

も、ポピュレーション・アプローチが不可欠な

ものである一方、ハイリスク・アプローチの対



自立支援施策におけるアウトリーチ・サービス・モデルの理論的枠組み

― 91 ―

象者だったものが、生活の好転と課題因子の軽

減により、援助者としてポピュレーション・ア

プローチの底上げを担うこともある。したがっ

て、これらのアプローチは相互に影響しあって

相乗効果をもたらすものと捉えられる。

また、ハイリスク・アプローチついては、ハ

イリスクな状態になる個人だけを対象とするの

でなく、その家族も含めてアウトリーチを行う

ホール・ファミリー・アプローチの視点も指摘

されている（田中2009、大島2011、久松他

2016など）。アウトリーチというサービスモデ

ルの特徴から、ハイリスク者の生活圏に訪問す

るため、専門機関へ訪問した時よりも日常生活

をみることができる。生活の中にある課題因子

は、本人に由来するものだけでなく、家族や職

場などに由来するものもある。また、ハイリス

クな状態にある者が自ら語る場合もあるが、う

まく言語化されず、援助者が見落としてしまう

情報もあるため、自宅などへ訪問することで非

言語情報を収集することができる。さらには、

家族や周囲の人が困難を抱えて、何らかの支援

が必要な場合もあるため、その実情も把握でき

る。ハイリスク者に限定した援助よりも家族全

体を通じた援助のほうが、課題を掘り下げて理

解でき、援助内容もより適切なものにするため、

家庭全体のエンパワメントが促進されることが

期待できる。

５－２　アウトリーチ・サービスの提供主体

次に、アウトリーチ・サービスの提供主体に

ついてみてみよう。今回分析した先行研究の多

くでは、ソーシャルワーク分野であったため、

ソーシャルワーカーを主な提供主体として捉え

ているものが多かった。しかし、アウトリーチ

の実践では、チームで取り組むことを重視して

いる実践が少なくない。その一例が、アメリカ

のモデルを参考に日本でも実践されている精神

障がい者向けの包括型地域生活支援プラグラム

（Assertive Community Treatment; ACT） で あ る。

ACTでは、看護師、精神保健福祉士、心理療

法士、ピアスタッフ、精神科医がスタッフとし

て参加していた（伊藤2015：p18）。ピアスタッ

フの存在は、「支援のバリエーションの幅を増

し、チームの柔軟性を高め」る役割を果たすと

いう（同p41）。ピアスタッフの存在は、自身

の経験から、他のスタッフとは異なる支援アプ

ローチができる可能性や、良きロールモデルの

提供など、支援の受け手に与える影響が大きい。

それに加え、他の支援者に対しても、「リカバ

リー」や「ストレングス」といったソーシャル

ワーク理論を具現化した存在がそばで働くこと

で、エンパワメントの過程を実感することもで

きる。

また、アウトリーチの提供主体は、各政策分

野の専門機関に属する専任スタッフに限ったも

のでなく、ボランティアなどの準専門家の活用

や、コミュニティ団体や非営利組織もアウト

リーチにとって重要なアクターであることが指

摘されていた。これらの個人・組織は組織化・

ネットワーク化を通じて地域づくりに貢献する

こととなる。

５－３　アウトリーチ・サービスの役割・機能

アウトリーチ・サービスの役割・機能につい

てだが、久松・小野寺（2006）にあるアウト

リーチの役割の定義、伊藤（2015）のケースマ

ネジメントのプロセス、福富（2015）などから

整理していこう。まず、ハイリスク者向けのア

ウトリーチ・サービスは、ケアマネジメントの

各段階で行われる方法であり、主要な役割とし

て以下の７つがあった。（1）対象者の把握、

（2）エンゲージメント（対象者と援助者との信

頼関係の構築）、（3）アセスメント（対象者と

その家族のニーズ把握と評価）、（4）プランニ
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ング（サービス利用の計画、対象者・家族と援

助者の協働作業に基づく計画）、（5）サービス

の実施時、直接提供するのが他機関の場合、そ

の機関との調整、（6）モニタリング（ふりかえ

り・経過観察時にアウトリーチを用いたモニタ

リング面接）、（7）地域づくりである。（1）か

ら（5）については複数の文献でこれらの役割

が確認できたので、ここでのさらなる言及は省

略し、（6）（7）についてのみ補足することとす

る。

（6）について、自宅などの生活空間でのモニ

タリングは、クライエントの生活実態やサービ

ス利用後の生活の様子を理解しやすい環境であ

るとともに、家族からも近況を確認することも

でき、多様な情報が収集できる。また、各種

サービス利用が行われている場合、担当者のと

ころを訪れ、さらなる情報収集や情報共有をし、

今後の支援について協議することもアウトリー

チには含まれていた。つまり、対象者に関する

情報把握、フォーマルかインフォーマルに関わ

らず援助者との情報共有や今後の支援方法にな

ど多様な情報を収集する機会としても有効とい

える。

（7）について、地域住民という集団を対象と

しておこなうアウトリーチは、地域づくりとい

う最終的な目的のためにおこなわれるサービス

に集約することができる。具体的な内容は、地

域住民への啓発活動や学習機会の提供、住民組

織やボランティア組織の形成、これらの組織と

既存の機関とのネットワーク化などであった。

ミクロ的な相談援助、サービス提供だけでは、

社会構造上生み出される問題の根本的な解決に

働きかけることは困難である。社会構造上の問

題をアセスメントし、社会制度や政策の欠陥や

不調整などから生じる社会構造上の問題を見極

めて、改善していくためには、ソーシャルアク

ションを通じた社会変革も必要である。それに

は、社会で生じている問題や社会制度・政策の

存在や実態を知ることから始まり、その学びの

機会としてアウトリーチがあるのである。米国

のコミュニティソーシャルワークでは、「アウ

トリーチ」というと「地域づくり」を意味する

ことが一般的であるⅻ。Dubois & Miley（2014

＝2017）では、9章の「ソーシャルワークの機

能と役割」のなかで、ジェネラリスト・アプ

ローチとしての一環としてアウトリーチ教育を

位置付けていた。

このような考え方は開放型エコシステム論か

らきている。地域づくりという機能は、ハイリ

スク者に対するアウトリーチの機能とは性質が

異なるようにみえる。しかし、ポピュレーショ

ンアプローチは、地域内で生じる問題を軽減す

ることや、個別の援助対象者を見つけやすくな

ることにもつながり、インフォーマルな見守り

機能を高める。したがって、社会構造上生み出

される問題に対して、根本的に働きかける方法

として、地域づくりをめざしたアウトリーチは

有効であるといえる。

これに対し、地域づくりは長期間を要するも

のである。行政や専門職だけでは対応できるこ

とが限定的であるため、長時間かかることを危

惧し、地域づくりに取り組まないとすると、非

自発的な人と家族の課題が深刻化してしまう可

能性もある。

５－４　アウトリーチ・サービスの目的

アウトリーチ・サービスは何のために行われ

るのか。アウトリーチの目的について、先行研

究の定義からだけでは捉えることは困難な部分

であるが、目を通した文献の中にはそのヒント

が隠されていた。それは、自己決定を可能とす

る環境整備と民主的な対話の実現にむけたエン

パワメントである。

準市場化が進む中、自立支援サービスが重視
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している自己決定権の尊重を実現するは、「本

人に十分な情報が与えられ、自分が置かれてい

る状況や将来の見通しについての情報が確保さ

れている（伊藤2003：p103）」という前提条件

を保障する必要がある。「最終的な決定権は本

人にある」ことを意味した自己決定を可能にす

るには、「コミュニケーションの持つ機会を失

い、情報の収集と吟味がしにくい状態になって

いる場合、本人の自己決定権を支えるためには、

むしろ、不足しがちな情報の提供とその吟味の

支援をすること」が求められる。自己決定権と

は、「社会との関係をまったく度外視して孤立

した個」を生み出し、「他人からの一切の干渉

なしに自分だけで決める」ことを意味している

のではない。「人の話を聞きながら自分の考え

を形成する、自分の意見を述べながら相互に考

えを練る、という民主主義社会の対話過程」を

基礎に保障されるものである（同p103）。

このことから、自己決定を可能にするエンパ

ワメントがアウトリーチ・サービスの目的の１

つと考えられる。伊藤（2015：p59）では、こ

のような民主的な対話過程が「『危機の状態』

を未然に防いだり、発生してしまった場合の対

応をより円滑にすることが出来る」と、自己決

定のための対話の意義を指摘している。また、

大島（2011）では「非対立的対応」という表現

をし、民主的な対話を前提にした対等な関係性

のなかでの援助を行うことの必要性を指摘して

いる。

一方、先行研究では、地域住民や市民の意識

に働きかけることは、専門機関の下請けとして

専門家だけでは収集できない情報を提供する者

を育成するだけでなく、ソーシャルアクション

の担い手として、つまりアドボケイトやアク

ティビストとしての役割を期待していた。田中

（2011）もこの点をアウトリーチの目的として

明示していた。これは民主的な市民参加の方法

でもあり、対話による現状理解と課題解決が求

められる。したがって、ポピュレーション・ア

プローチにとっても、民主的な対話を通じたエ

ンパワメントは目的と位置付けることができよ

う。

５－５　アウトリーチ・サービスの定義

多くの研究で、アウトリーチの定義は定式化

されていないと指摘されていた（久松他2016

など）。しかし、これまで蓄積された研究成果

の分析から、アウトリーチ・サービス・モデル

に共通する項目は得られたと考える。これまで

の考察を踏まえ、本稿では、ハイリスク・アプ

ローチとポピュレーション・アプローチという

２つのアプリーチがアウトリーチ・サービスに

あることを認識し、かつ、対象者、サービス提

供主体、役割・機能、目的を明確にすることを

重視し、概念的定義と操作的定義に分けてアウ

トリーチ・サービスの定義を示す。

【概念的定義】

アウトリーチ・サービスとは、サービス提

供主体が対象者の生活空間に出向き、各種

情報提供・総合的な相談をおこなうことを

通じて、生活上の課題解決を促進するとと

もに生活状況や意識の好転につなげること

続いて、操作的定義は、ハイリスク・アプ

ローチとポピュレーション・アプローチに分け

ておこなう

【操作的定義】

（１）ハイリスク状態にある者と、彼らと

ともに生活している者を対象におこ

なうアウトリーチ・サービスでは、

援助者が自宅や学校、職場などの生

活空間に出向き、民主的な対話手法
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を取り入れながら、対象者と援助者

との信頼関係の構築、実態把握、ア

セスメント、対象者と援助者が協働

したサービス利用計画の策定、サー

ビスの実施、経過観察、事後評価・

効果測定、フォローアップという一

連のケアマネジメントのなかで社会

資源につなげ、対象者の自己決定を

可能にするエンパワメントを行い、

生活上の問題解決を促進するととも

に、生活状況や意識が好転的に変化

していくことを目指した継続的な相

談支援サービスのこと。また、自宅

内でおこなう具体的なサービスの提

供（訪問介護、訪問看護）の一部も

アウトリーチ・サービスに含まれる

場合がある。

（２）地域住民、ボランタリー組織やコ

ミュニティ組織を対象におこなうア

ウトリーチ・サービスでは、援助者・

援助機関が地域に出向いて行う広報

活動、学習活動、調査活動を通じて、

社会課題や制度・社会資源に対する

理解を深め、予防的支援を行うとと

もに、アクティビストやアドボケー

ターとして社会変革に関わる人材を

育成し、組織化を支えたり、それら

の人や組織（既存の機関を含む）の

ネットワーク化をするなど、地域づ

くりに関わるサービスのこと。

６．アウトリーチ・サービスの条件

前節で、本稿の最大の目的であったアウト

リーチ・サービスの定義をおこなうことができ

たが、アウトリーチ・サービスを適切に機能す

るためには、その前提条件となる基盤整備が求

められる。本稿における最後の考察として、ア

ウトリーチ・サービスが機能する条件を考えて

いく。

座間（2001）では、職員に関する要因（職員

の意識の高さ、職員の数）、サービスに関する

要因（個別的ニーズに応える工夫や柔軟性の必

要性、母体施設のサービスの質・量）、組織的

要因（申請代行等、サービス提供における実質

的権限を持っていること、医療・保健・福祉

サービスとの連携）、地域の状況が挙げられて

いた。また、久松・小野寺（2006）では、質の

高いサービス水準の確保、属人的なサービス内

容とならないよう組織的な情報共有体制の整備

に加え、ホールファミリー・アプローチを実践

するうえで、ケアの対象となる当事者だけでな

く、その家族を支援するサービスの確保も求め

られている。これら点は、伊藤（2015）でも指

摘されていることである。そのうち、組織的な

情報共有体制の整備に関しては、精神障がい者

を対象に多職種のアウトリーチチームでおこな

う地域生活支援をする中で、1人で抱え込まず、

チームで対応することを勧めている。

以上の先行研究から、アウトリーチ・サービ

スが機能する条件として、次のものをあげられ

ていた。つまり、サービス提供者に対する学習

機会の確保（スタッフ研修システムの確立）、

ハイリスク者とその家族への個別支援でその援

助内容の妥当性を検証するケース会議の実施

（援助内容の妥当性の検討）、対象者のための

サービスの充実、関連機関とのネットワークづ

くりである。

アウトリーチ・サービスはハイリスク者と家

族にとって有効な手段であることなどは指摘さ

れているものの、サービス提供者にとっては、

対象者の生活空間というアウェイな状況下で援

助にあたることから、心身の負担が大きな援助

方法でもある。したがって、アウトリーチ・
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サービスが成果を生みだすには、組織全体でア

ウトリーチ活動の必要性を理解し続け、組織内

でサービスを継続できるための条件整備にあた

ることで、サービス提供者が活動しやすくなる。

これはサービス・モデルの実効性を考えると、

重要な点である。

一方、ハイリスク・アプローチに関しては、

サービス対象者の特性から、継続的なかかわり

が不可欠であり、長期的にサービスを提供する

ことで初めてその成果が目に見えてくるという

性格をもっている。また、ポピュレーションア

プローチでも、座間（2001）の指摘どおり長時

間を要する。そのため、アウトリーチ・サービ

スは時間的にも労力的にもコストのかかるサー

ビス手法ともいえる。しかし、ハイリスク者と

その家族のエンパワメントや生活状況の好転、

地域づくりというのは、一朝一夕で実現するも

のではなく、継続的なかかわりのなかで作り上

げられていくものである。したがって、長期

的・定性的な変化を組み込んだ評価システムの

確立も求められよう。

おわりに

本稿では、ポスト福祉国家体制の下、多様で

複合的な課題を抱えた人々への自立支援のなか

で注目されているアウトリーチ・サービス・モ

デルの構造を理解するため、先行研究の比較分

析を通じたアウトリーチ・サービスの定義をお

こなった。あわせて、アウトリーチを適切に機

能させるための条件についてもまとめた。アウ

トリーチの理論的な枠組みを検討する基礎資料

を示すことができたと考えている。今後は、ア

ウトリーチ・サービスの実証研究につなげてい

く予定である。
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ⅰ　子育て世代包括支援センターとは、2014年に
閣議決定された「まち・ひと・しごとと再生総
合戦略」で示された名称で、その後、2016年
の改正母子保健法により、法律上は「母子保健
包括支援センター」と呼ばれ、2017年度から
市町村に設置することが努力義務とされた機関
である。厚生労働省母子保健課の調査によると、
2018年4月1日現在で、全国761市区町村に
1,436か所設置されている。2020年度までに、
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ている。
ⅱ　地域包括支援センターは、2005年10月の改正

介護保険法で創設され、各市町村に設置された
機関である。主に高齢者の心身の健康の保持及
び生活の安定のために必要な援助を行うことに
より、その保健医療の向上及び福祉の増進を包
括的に支援することを目的とした機関（介護保
険法第115条の46）であり、地域包括ケア実現
に向けた中核的な機関でもある。主な業務は、
介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援
業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアシス
テム支援業務があり、制度横断的な連携ネット
ワークを構築してこれらの業務が実施される。

ⅲ　御用聞き訪問とは、援助者側から積極的に地
域や家庭に出かけて声を拾うことで、ニード充
足状況の評価や不都合事項の修正ないし新しい
ニード発見に主眼が置かれている（田中2009 
p40-41）

ⅳ　アリナミン訪問とは、安否確認、声掛けなど
を主眼に置いた訪問である（田中2009 p41）。

ⅴ　呼び出し訪問とは、地域住民や利用者からの
注文があった場合に行うアウトリーチである

（田中2009 p41）
ⅵ　福富（2015）では、非自発的クライエントを
「インボランタリー・クライエント」と表現し
ているため、本セクションでは福富の表現を尊
重して研究内容を整理している。

ⅶ　直接的実践（direct practice）とは、「コミュニ
ティ・デベロップメント、政策やマネジメント
には付随的にしかかかわらない」もので、意欲
に欠けるクライエントに対処するワーカーが実
施している「個人や家族に日々直接的に関わる
仕事」と指す（Trotter 2006=2007 p13）。

ⅷ　意欲に欠けるクライエントに対処するワー
カーとして挙げられているのは、保護観察官、

児童保護ワーカー、精神科クリニックのワー
カー、薬物カウンセラー、ユースワーカー、学
校福祉スタッフ、ドメスティック・バイオレン
ス・カウンセラー、家族支援ワーカー、家族カ
ウンセラー、高齢者にかかわるワーカーである

（Trotter 2006=2007 p13）。
ⅸ　Dubois & Miley [2014=2017]では、「個人と家

族」を対象とした個別的な直接支援をおこなう
ミクロレベル、「公式集団と組織」とのかかわ
りに焦点をあてたメゾレベル、制度や政策など
社会構造上の問題を是正するため「コミュニ
ティと社会」に焦点をあてたマクロレベルに分
けてとらえている。

ⅹ　ポピュレーション・アプローチの重要性を指
摘した研究では、ジェフェリー・ローズ（Rose, 
Geoffrey）による「予防医学のストラテジー

（The strategy of Preventive Medicine）」（1992年、
Oxford University Press）が有名である。邦訳は
1998年に曽田研二・田中平三監訳で医学書院
より発行されている。

ⅺ　厚生労働省が策定した「健康日本２１」では
ポピュレーション・アプローチを採用し、政策
の転換を図ったことが知られている。「健康日
本２１」の推進にあたっては、ソーシャルマー
ケティングの活用をうたっており、「一対一の
サービス」「小集団による働きかけ」に加えて、

「マスメディア」の活用を明示している。なお、
そのアプローチには特定の企業や個人に対する
利益の拡大ではなく、社会全体の利益や福祉の
増進をめざしたマーケティングという意味もあ
る。

ⅻ　これに対し、欧米では自宅へ訪問するタイプ
のアウトリーチ・サービスを「ホームビジティ
ング」と呼ぶ（西郷2007）。


